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令和３年　保証協会大阪本部総会・大阪宅建協会代議員総会　開催

【重要】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について

【レインズ】“PDF形式での図面登録”が対応可能に
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箕面市で開業して約30年、地域密着型の不動産会社として数々の実績を残しているライトハウス株式会社。「家をもつ」という
希少な機会に寄り添えるよう、社内で企画・設計・施工・監理・アフターサービスまでをワンストップで対応し、顧客満足度の向上
に尽力されています。今回は、不動産業界に関わるきっかけや代表の事業にかける思いなどを語っていただきました。

　前職では、スイミングスクールのインストラクターをされて
いたという岡田代表取締役。
　「当時は給料が少なくて、プラスの収入を得るために株をやっ
ていました。やっているうちに利益が出たので、それをもとに
中古のボートを買おうと探していたんです。そんなとき、知人
から琵琶湖でボートに乗っている方が売却すると聞き、会いに
行きました。とてもいいボートだったのでなぜ売却するのかと
たずねると、もっと大きなクルーザーを買うからと答えてくだ
さったんです。世の中にはお金持ちがいるなと思い職業を聞
いたところ、不動産業をやっているとのこと。“不動産業は楽
しいよ。1人でもできるし、携帯電話ひとつで10億円動かし
ている人もゴロゴロいるしね”と教えていただきました。スイ
ミングスクールを開業するには開業資金や人材、人件費が一
体どのくらい必要になるのか…そんな指摘もされて、興味が
あったらうちの会社においで！と、水上スキーで颯爽と去っ
て行かれた姿が格好良かったです。こんな風になりたいと思っ
たのが28歳のときで、その後、再度誘ってもらったのでその
会社への転職を決めました。そのころの不動産業はあまり良
いイメージがなく、1970年の大阪万博のとき、不動産会社に
騙された人をいろいろ見てきた父には反対されました。もしや
るなら家族や親戚が住む地元の箕面ではやるなとまで言われ
ちゃいましたね。もちろん数年したらそんな業界ではないと分
かってもらって応援してくれました」と、不動産業に関わるきっ
かけや当時のことを教えてくださいました。

　誘ってもらった会社は茨木市にあったそうですが、入社して
まもなく、箕面市如意谷に支店を出し任せてもらえる話が持ち
上がったそうです。「最終的には支店を買取ることになり、屋
号は高台から大阪を照らす灯台のような立地だったこと、名前
の光弘の光、家探しをしている方・迷われている方の灯台に
なりたいといろいろな思いが合わさって、ライトハウスと名付
けました。実は開業するにあたり、目の前にあった不動産会
社にここで不動産業をして欲しくない、と言われてしまい…店
舗も借りてしまったので、表向きには英会話スクールをやって
いたんですよ。不動産業では、目の前にある不動産会社の領
域は侵さず、協力できるところはして、という感じで続けてい
たら、信頼してもらえるようになりました。以降は仲良くさせ
てもらいましたね」とのこと。
　1990年に、賃貸仲介と英会話スクールとしてスタートした
ライトハウス株式会社。新築住宅の企画設計・建築・販売を
メインに数々の実績を残されています。
　「開業当初は仲介しかできませんでした。でも、箕面市には
畑や田んぼ、山が多いので、調整区域の土地活用や競売・公
売の入札などを勉強したんです。自治会等の活動への参加、
墓掃除、選挙の手伝い、草刈りなどの地域活動にも参加しな
がら信頼関係を築いて、地元の土地所有者との接点を増やし
ていきました。自ら企画して土地活用につなげるのは楽しいで
すよ。日々学ぶことばかりです」と語ってくださいました。

　現在は従業員10名。この規模で、企画設計からアフター
サービスまでこなす会社は珍しいとのこと。
　「大手では1社で完結するところはあります。でも連携が
取りにくかったり、判断や返事に時間がかかったりするこ
とがあるのかなと思うんです。当社の場合は、関わる全員
が進行を把握しています。それから、まずは営業がお客様
対応をしますが、過程が進んでいくと担当が変わっていき
ます。設計のことは設計担当、建築のことは建築担当といっ
た具合ですね。社内で完結できますので、ワンストップで
スピーディーに対応できるのも特徴です。
　お客様との打ち合わせはできるだけ対面でするようにし
ています。ほとんどの方が初めての家づくりとなりますか
ら、専門家としてのアドバイスもしていますね。また、家
を建てた経験者としての意見もお話ししています。料金に
見合う顧客満足はもちろん、さらにひとつ上の満足が提供
できるように心掛けています。

でも、こういうことは私1人が思っているだけではダメ。
当社は社員旅行や社員と食事などに行く機会をとって、社
外でのコミュニケーションも大切にしています。元気がな
い社員に声を掛けたり、悩んでいることがないかを聞いた
りすることもありますね。こうすることで、意思疎通も図
りやすくなると思います。
　それから、リゾート会員権を会社で持ち、福利厚生とし
て社員に使ってもらってます。リフレッシュしに行くだけ
でなく、旅先でどんな接客をしているのかを学んできても
らっているんです」と明かしてくださいました。
　前市長が『子育て日本一』を掲げ、子育てしやすい環境
を整えてきたという箕面市。行政の整備と、緑が多い地域
ながら大阪の中心部や大阪国際（伊丹）空港に近いなど利
便性の高さも相まって、最近は子育てファミリーに人気の

エリアとなっています。2024年には北大阪急行の駅が市内
に2つ開業することも注目されているポイントのひとつ。人
口密度制限があったり、工場がなかったりなど環境の良さ
も魅力です。
　「子育て世代には、屋上テラスや庭へのバーベキュース
ペースの設置をおすすめしてきました。コロナ禍は予想し
ていませんでしたが、おうち時間を家族で楽しめるという
ことで、よろこんでいただけているのではと思います。
　人気エリアなので、大手の参入も多いですが、当社は地
元に根を張っているという強みを大いに生かしていきたい
ですね」。

　協会へのご要望などをお聞きしたところ「不動産業のダー
クなイメージは薄れていますが、もっと若い世代が憧れる
業界となるような協会づくりを希望します。その他、水道
の私設管の問題、身寄りのない方の住まいのサポート、府
市町村が所有する遊休財産の有効活用などを協会とともに
尽力していきたいです」と岡田代表取締役。
今後の抱負は社員全員が家や収益物件を持つことだそう
です。「自分の家を建てたことは、お客様への説得力にもな
りますし、仕事にも生かせます。収益物件は小さな倉庫で
もいいんです。借主がいれば毎月安定収入があるので心の
ゆとりにもなるでしょう。リスクの考え方を勉強するのに
もいいと思います。私としては、これらが実現できるよう
なステージづくりに今後も勤しんでいきたいです」と力強
く語ってくださいました。

不動産事業部と建築事業部を有し、
企画設計からアフターサービスまでを
トータルで対応する不動産会社。

不動産業界に魅力を感じ、スイミング
スクールのインストラクターから転職。

1990年、ライトハウス株式会社を創業。
地域とのつながりを大切にしながら、
日々邁進。

還暦を迎えたリセットの年。会
社を作ってから30年という節
目に、琵琶湖のほとりに別荘を
建てられたとのこと。「別荘地
が廃れている状態。コロナ禍で
リモートが進んできて、居住地
として見直されるのではないか
と思い、リゾート事業を進めて
います。“まずは自分がやって
みないと” という考えなので実
行に移しました」と岡田代表取
締役。

ライトハウス株式会社
代表取締役　岡田　光弘
箕面市粟生外院2丁目17番3号
事業内容：不動産の分譲、売買、仲介、賃貸、管理、土地活用の
コンサルティング、新築住宅の企画、設計、施工、監理など
https://light-h.com/
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ライトハウス株式会社 箕面市
大手に負けない強みを生かして。
社員との交流も大切に。

若い世代が憧れるような業界作りを。
今後の抱負は社員全員が家や
収益物件を持つこと。
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箕面市で開業して約30年、地域密着型の不動産会社として数々の実績を残しているライトハウス株式会社。「家をもつ」という
希少な機会に寄り添えるよう、社内で企画・設計・施工・監理・アフターサービスまでをワンストップで対応し、顧客満足度の向上
に尽力されています。今回は、不動産業界に関わるきっかけや代表の事業にかける思いなどを語っていただきました。
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行きました。とてもいいボートだったのでなぜ売却するのかと
たずねると、もっと大きなクルーザーを買うからと答えてくだ
さったんです。世の中にはお金持ちがいるなと思い職業を聞
いたところ、不動産業をやっているとのこと。“不動産業は楽
しいよ。1人でもできるし、携帯電話ひとつで10億円動かし
ている人もゴロゴロいるしね”と教えていただきました。スイ
ミングスクールを開業するには開業資金や人材、人件費が一
体どのくらい必要になるのか…そんな指摘もされて、興味が
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ちゃいましたね。もちろん数年したらそんな業界ではないと分
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すよ。日々学ぶことばかりです」と語ってくださいました。
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エリアとなっています。2024年には北大阪急行の駅が市内
に2つ開業することも注目されているポイントのひとつ。人
口密度制限があったり、工場がなかったりなど環境の良さ
も魅力です。
　「子育て世代には、屋上テラスや庭へのバーベキュース
ペースの設置をおすすめしてきました。コロナ禍は予想し
ていませんでしたが、おうち時間を家族で楽しめるという
ことで、よろこんでいただけているのではと思います。
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   information
暑中見舞い・残暑見舞い暑中見舞い・残暑見舞いをお届けしませんか？をお届けしませんか？＜大阪宅建オリジナル＞＜大阪宅建オリジナル＞

大阪宅建協会Webサイト「お知らせ」から、ご利用のデータをダウンロードしていた
だき、お名前・所在地・連絡先欄等を編集の上、プリントしてご利用ください。

『暑中見舞い』
で検索

選べて嬉しい
豊富なデザイン

全 1 1 種

元気にして

いるっち？
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名探偵たく
っちV

ol.23

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV

l.2

例のように、リストの漢字を１回ずつ使って三字熟語を作ってください。
最後に、リストに残った２つの漢字でできる二字熟語を答えてください。Q.

23 プレゼントをリニューアル！

最後に、リストに残った２つの漢字でできる二字熟語を答えてください。

プレゼント

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/UdqSZ42XdJpJSCes8
2021年7月15日（木）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズルの解答・会社名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

例のように、リストの漢字を１回ずつ使って三字熟語を作ってください。
最後に、リストに残った２つの漢字でできる二字熟語を答えてください。

リニューアルリニューアルリニューアル！！

例のように、リストの漢字を１回ずつ使って三字熟語を作ってください。
最後に、リストに残った２つの漢字でできる二字熟語を答えてください。

JCB
ギフトカードを
2名に進呈

解答
Ａ
前回の答え

②

【例】

海 手 助

海 助

産 土 手

土

物 産 席

席

リスト

物
手
産

画
邪 一 用

雨 力

新 滑 生
競

裏 会

リスト

重
地
無
天
唱
徒

合
気
走
紙
路

Webフォームはこちら

～ 令和３年度　宅地建物取引士資格試験のご案内 ～
新型コロナウイルス感染症の影響のため、一部の試験地では10月試験会場の確保が
不足する可能性があります。10月試験の定員を上回る申込みがあった場合、定員を
上回った方には、12月試験を受験していただくこととなります。

■試験日時　10月17日（日）13時～ 15時　[登録講習修了者は13時10分～15時]
　　　   　　  [12月試験：12月19日(日) 13時～ 15時]
■試験会場　大阪府内の大学等を予定
■受験資格　年齢、学歴等に関係なく、どなたでも受験できます。
　　　　　　 ※大阪府で受験できるのは、受験申込時、大阪府内にお住まいの方に限ります。

■受験申込の受付期間
　 ・インターネット　      7月1日（木）9:30 ～7月18日（日）21:59
　　 （一財）不動産適正取引推進機構（http://www.retio.or.jp/）のWebサイトから
　 ・郵送（簡易書留郵便）　7月1日（木）～ 7月30日（金）（消印有効）
　　〔受験申込書（郵送用）の配布期間　7月１日（木）～ 7月30日（金）〕

■主な受験申込書配布場所
　府内大規模書店他　☆詳細は（一財）大阪府宅地建物取引士センター・試験課のWebサイトをご確認ください。          

■受験手数料　7,000円
■合格発表　12月1日（水）
　　　　　　 [12月試験：2月9日(水)]

お問合せ先
一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター　試験課
大阪市中央区東高麗橋１－１２　北浜センタービル８階
電話　06-6940-0104（試験課直通）
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【重要】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について
【背景・必要性】

・賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加
等を背景に、今後も我が国の生活の基盤としての重要性は一層増大。

・一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施する管理受託契約オ
ーナーが中心であったが、　近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼
業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等す
るオーナーが増加。

・さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も
増加。

・しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者との
トラブルが増加。特に、サブリース方式では、家賃保証等の契約条件
の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。

全宅管理Webサイト　https://chinkan.jp/lp/newlaw

国交省（ガイドラインのポイント）：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368271.pdf

・トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
・サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者（勧誘者）にも、勧誘の適正化
・違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保

(1)不当な勧誘行為
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど
相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止

(2)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明

１.サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置（令和２年12月15日施行）

国交省（制度のポイント）：https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001404842.pdf

賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、
　　　　　　　　　業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設

(1)賃貸住宅管理業の登録
　委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者に
　ついて、国土交通大臣の登録を義務付け　　※管理戸数が一定規模（200戸）未満の者は対象外
(2)賃貸住宅管理業の業務における義務付け

①業務管理者の配置　　事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を１名以上配置
②管理受託契約締結前の重要事項の説明
　　　　　　　　　　　　具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
　③財産の分別管理　　　管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

④定期報告　　　　　　業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

２.賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設（令和３年６月15日施行）
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6

出典：一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

【Ａ】管理士も宅建士もお持ちでなく、これから管理士取得を希望される方は
賃貸不動産経営管理士の資格試験へ　

https://chintaikanrishi.jp/exam/summary/

【Ｂ】令和２年度までの管理士試験に合格し、管理士登録を既にしている方は
業務管理者移行講習へ

https://www.jpm.jp/migration

【Ｃ】宅建士のみをお持ちの方は							 															 業務管理者講習へ
https://www.hatomark.or.jp/gyoumukanrikoushu

※【Ｄ】管理士登録が「未登録」「未更新」の方は、あらかじめ資格登録手続きが必要です。
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

　　　　 令和３年 保証協会大阪本部総会・大阪宅建協会代議員総会 開催

日時：令和３年５月21日（金）
　　　保証協会大阪本部　　総会　14時00分～
　　　大阪宅建協会　代議員総会　15時00分～
会場：オービックホール
　　　大阪市中央区平野町4丁目2-3	

【保証協会大阪本部　総会】
報告事項
　１．令和２年度事業報告
　２．令和２年度決算報告・令和２年度監査報告
　３．令和３年度事業計画に関する報告
　４．令和３年度収支予算に関する報告
上記報告事項は全て承認されました。

【大阪宅建協会　代議員総会】
報告事項
　１．令和２年度事業報告・令和２年度事業監査報告
　２．令和２年度公益目的支出計画実施報告
　　　令和２年度公益目的支出計画実施監査報告
　３．令和３年度事業計画に関する報告
　４．令和３年度収支予算に関する報告
上記報告事項は全て承認されました。
決議事項
　１．令和２年度決算報告承認に関する件
　　　令和２年度会計監査報告
上記決議事項は賛成多数により可決決定されました。	

　　　　 令和３年 保証協会大阪本部総会・大阪宅建協会代議員総会 開催

　新型コロナウイルス感染防止対応の観点から、代議員総会及び本部総会の受付
時には検温を実施し、開催規模縮小に伴い会場出席者を代議員に限定して運営を
行いました。なお、本年度も引き続き、各種表彰・感謝状の授与及び懇親会は実
施いたしませんでした。ご理解・ご協力をいただきまして、誠に有難うございま
した。
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第２回理事会・幹事会合同会議 報告　
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第２回理事会･幹事会合同会議

【日時／形式】
５月27日（木）15時40分～
Web会議「Zoom」

【審議事項】
◆事務局規程の一部改正に関する件
　　原案どおり承認

【報告事項】
◇新入会員承認
◇行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
◇廃業等による会員資格喪失者
◇第1回理事アンケート
◇上部団体報告
◇各委員会報告	

     咲洲不動産・開業無料相談所が改装リニューアル

　平成30年９月から大阪府咲洲庁舎内に開設する『咲洲不動産・開業
無料相談所』が、このたびリニューアル！大きなたくっちのお出迎えは
来庁者への視認性が抜群！！明るさ・親しみやすさがアップしました♪
　当相談所は、経験豊富なスタッフが新規開業予定者に対する宅建業
免許申請や入会手続きを徹底サポート☆
　不動産に携わる多くの人が訪れる場所でもあることから、これから
も積極的に大阪宅建協会のPRに努めてまいります。

所 在 地　　大阪市住之江区南港北1-14-16
　　　　　　　　さきしまコスモタワー 2階207-1号室
開 所 時 間　　平日9時～ 17時
専用ダイヤル　　0120-728-810
入会手続きO&Aもチェックッち✍
https://www.osaka-takken.or.jp/start/#QA00

リニューアル前

リニューアル後 
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新入会員（2021年4月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪

㈱Creative	planner 種 村　 慎 一 郎 淀川区宮原5-1-28　新大阪八千代ビル別館 06-6836-9600 ①62600

㈱ネクストステイズ 橋 中 　 輝 東淀川区東中島1-17-5　	ステュディオ新大阪428 06-6195-2684 ①62561

神津不動産 古 田　 謙 一 淀川区十三東2-7-19　林ビル2F 06-7777-4808 ①62578

北

㈱リノセンス 馬 　 浩 春 北区大淀中3-7-5-101 06-6458-0331 ①62518

㈱エクスプレイン 中 村　 ル ミ 北区天満橋3-4-31 06-6882-8112 ①62528

㈱アジェント 日 下　 裕 貴 北区浪花町13-38-3F　千代田ビル北館 06-4256-8771 ①62454

行政書士スズキコンサルティング 鈴 木 　 剛 北区天神橋2-北1-21 06-4792-8330 ①62517

㈱福屋アセットマネジメント 安 川 　 隆 北区曽根崎2-3-5-10F 06-4397-3298 ③53681

㈱ヒジリエステート 志 賀 　 聖 北区中津1-12-11-305 06-7777-4836 ①62498

HUS	DESIGN㈱ 山 田　 紘 明 北区豊崎2-10-17　サン・オークスビル203 06-7175-8241 ①62549

㈱エー・クリード 岸 野　 亜 弓 北区堂島1-5-17　堂島グランドビル 06-7777-6665 ①62558

㈱New	Estate	Group 冨 山　 裕 樹 北区南森町1-3-27　南森町丸井ビル7F 06-6360-1717 ①62605

中央

NA企画㈱ 鈴 木　 健 史 中央区北新町4-1　谷町プラザビル501B 06-6949-1828 ①62523

㈱ライフアセット 馬 渡　 一 真 中央区南船場3-1-7 06-6786-8280 ①62532

(同)関西安食経営相談室 石 津　 勇 貴 中央区船越町2-4-17　住地オリエント中央ビル601 06-4792-8390 ①62537

㈱マスジーアイ 坂 本　 貴 洋 中央区道修町3-3-10　日宝道修町ビル602 06-6210-5594 ①62544

㈱オモテル 大 森　 健 悟 中央区淡路町3-1-8 06-4708-3951 ①62550

大成不動産㈱ 楊 　 祖 赫 中央区島之内1-15-9　アイテックスビル5F 06-4963-3924 ①62582

三木セントラル㈱ 三 木　 高 成 中央区東平2-2-20 090-9695-6298 ①62464

（同）MT	Estate	Consulting 友 綱 　 満 中央区島町1-4-8 06-6910-1313 ①62484

なにわ南

三吉不動産㈱ 南 野　 智 大 住吉区苅田9-15-39 06-6691-7006 ①62650

㈱関西ヒート 谷 　 和 樹 住吉区長居東4-11-5 090-5131-0044 ①62567

マスターズホーム㈱ 政 谷 　 崇 西成区潮路1-7-2　パートナービル4F 06-6659-1144 ①62591

なにわ京阪
F.O.S・company㈱ 岡 本　 英 雄 城東区新喜多1-7-25 06-6933-3911 ①62551

㈱スズホーム 村 上　 和 幸 城東区新喜多1-7-25　スズビル京橋 06-6933-3711 ①62610

なにわ東
（一社）正心不動産 三 嶋　 和 也 天王寺区生玉前町3-25　タマダビル9F 06-6777-5171 ①62489

㈱萩・中野設計 中 野　 豊 明 天王寺区清水谷町18-16 06-6768-3260 ①62607

なにわ阪南 丸三不動産 林 　 偉 東住吉区北田辺4-3-20 050-7118-1226 ①62584

北摂

㈱三高サプライ 阿 部　 圭 助 箕面市船場東1-9-29 072-729-8382 ①62527

ショウヤ㈱ 小 野　 麻 衣 豊中市豊南町西1-1-35 090-6559-9857 ①62568

㈱アーバンプロデュース 工 藤　 卓 也 池田市菅原町2-10 072-734-8291 ①62574

TukuSU㈱ 桝 田　 哲 史 豊中市南桜塚1-4-29 06-7505-9581 ①62596

京阪河内 はなぶさ不動産 髙 瀬　 英 生 寝屋川市萱島本町12-13-202 072-819-1835 ①62524

東大阪八尾

りんどうハウジング 西 川　 健 太 八尾市南小阪合町3-9-8 072-927-1750 ①62580

㈱NAGATE. 齋 藤　 昇 吾 東大阪市鴻池元町1-15　船井ビル1F 06-6746-0890 ①62579

布施不動産 黒 川　 嘉 弘 八尾市北本町2-14-30 072-999-0801 ①62612

㈱LINKS	AGENCY 清 嶋　 紀 公 子 東大阪市永和1-26-21 06-6736-5576 ①62634

まんだエステート㈱ 佐 保 　 卓 東大阪市荒川3-12-12 090-1965-9676 ①62669

(同)コスモ住宅 梅 田　 美 智 子 八尾市安中町1-7-7 072-924-5090 ①62670

堺市
僕のベースキャンプ㈱ 宮 前　 悦 子 堺市中区平井696-15 072-270-1500 ①62575

㈱Ace	Invest 吉 本　 和 豪 堺市北区百舌鳥陵南町2-626 072-275-8504 ①62562

2021年4月末現在の会員数は		正会員　8,233名　準A　676名　準B　5,167名
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   不動産流通関連サイトのお知らせ

　６月23日（水）より、近畿レインズでは
PDF形式の図面が直接登録できるように
なりました。
　併せて、Excel形式の図面ひな形の提供
も開始され、データ作成後PDF形式で保
存することで、図面登録に使っていただ
くことが可能になりました。
　なお、年始（2022年１月）より稼働する
新システムでは、レインズ画面上から図
面を作成する機能がなくなりますので、是
非このExcel形式の図面ひな形をご活用く
ださい。

【レインズ】“PDF形式での図面登録”が対応可能に！！

　（公財）不動産流通推進センターにおいて提供している、「既存住宅価格査定マニュアル」についてお知
らせです。好評につき、大阪宅建協会と（公財）不動産流通推進センター間で契約を結ぶことにより、
無料利用登録期間を１年間延長いたしました。
　まだ利用登録を行っていない会員の皆さまにつきましては、登録いただいた日から１年間無料でご利
用いただくことができますので、この機会をご活用ください。
　なお、既にご利用申込みいただいている会員の皆さまにつきましては、同システムログイン画面から

“利用延長”の手続きをしていただくと、さらに１年間無料でご利用いただくことができます。

※利用延長については、更新時期が到来しましたら（公財）不動産流通推進センターからご案内のメール
　が届きますので、そちらもご確認ください。

詳しくは、大阪宅建協会Webサイト会員ページ
　 https://www.osaka-takken.or.jp/members/ 
ログイン後の

より　　 　　　をクリックください。

               既存住宅価格査定マニュアルとは？

　①　所有者からのヒアリング内容
　②　現地調査の内容
　③　査定者が目視したデータ
　④　記録書類・証明書類の内容

これらを入力するだけで、簡単に戸建・RC戸建・住宅地・
マンション「査定価格」を売主様へご提示できます！！

近畿レインズ（会員向けTOP）　http://www.member.kinkireins.or.jp/

「既存住宅Web版価格査定マニュアル」の利用について
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売主の説明義務違反
転売物件の調査が不十分であったとして、売主業者の
説明義務違反による損害賠償が一部認められた事例
　　　（東京地判　令元・10・23　ウエストロー・ジャパン）　三輪　正道

   最近の判例から ～たくっちの実務ノート～

１　事案の概要

　投資用不動産の購入検討をしていたＸ（原告）は、平成29年10月、Ｙ（被告・宅建業者）から賃貸
用共同住宅の紹介を受けた。そのレントロールには、「電気（想定）」という表題で、共用部電力使
用料金「月額4,000円」、「年額4万8,000円」の記載と、「収支計算は想定を含む試算であり、経費
は一部概算を含むこと、実際の経費が異なる場合がある」旨の記載がされていた。

　Ｘは、空室率10％で大規模修繕等を考慮すると、収支がマイナスになる可能性があり、想定利
回り9％の確保のために「売買価格を1億6,600万円から1億6,000万円に下げられないか」、また
「投資前に最大限リスクを軽減したい」として、レントロールと賃貸借契約書記載に齟齬のある貸
室賃料の確認をＹに求めたところ、	Ｙは“レントロール記載よりも同室の賃料は4,320円安いこと”
及び“売買価格を1億6,200万円に下げる”旨、回答した。

　その後、Ｙが売買契約書案をＸに送付した際、売主がAである理由をＸが質問したところ、Ｙは
“融資銀行からのローン本数を超えたためであり、実質的な売主はＹである”旨を回答した。

　同年10月20日の売買契約締結にあたり、Ｘ、Ｙ及びAの三者間にて、「Ｙは、本件売買契約に
おけるAが負う債務の重畳的引受をし、当該債務についてＸからの問合せ等一切の窓口業務を行う」
旨の合意を行い、同月31日、本件不動産の所有権は、Ｂ→Ｃ→Ｙ→Ａ→Ｘに移転した。（登記記
録上はＢ→Ｃ→Ｘに所有権移転登記がされた。）

買主に賃貸用共同住宅の転売物件の紹介と物件説明を行い、売主債務を重畳的に引き受けた
事実上の売主（宅建業者）に対し、レントロール記載の共用部電力使用料金の説明が事実と異
なっていたことから、買主が損害賠償を求めた事案において、“調査が不十分であり、説明義
務違反はあった”として、損害賠償請求の一部が認められた事例。
	 （東京地裁　令和元年10月23日判決　ウエストロー・ジャパン）
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　その後、Ｘは「Ｙより共用部電力使用料金はおおむね月額4,000円と説明を受けたが、現実には
月額1万8,000円程度であり、Ｙに調査・説明義務違反があった」として、①平成30年1月から同
年10月までの実際の共用部電力使用料金額と想定された額との差額13万円余の支払い、②ローン
期間中である平成30年11月以降、令和33年12月までに発生する将来の損害賠償として、差額分
である毎月1万4,000円の支払い、③精神的損害につき、慰謝料30万円等の支払いを求め、訴訟
を提起した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求を一部認容した。

（Ｙの説明義務違反の有無）
　認定事実によれば、ＹはＸに対し、“自ら売主になる”と告げ、売主の契約上の債務を重畳的に
引き受けたこと等が認められる。宅建業者であるＹは、売買契約締結直前まで、事実上売主とし
て振る舞い、ＸもＹが売主であると信じ売買取引に臨んでおり、Ｙは、売主であった場合と同様
の説明義務を負う。

　本件不動産で発生する経費は、購入前のＸが調査・予測することは容易ではないが、Ｙは宅建
業者かつ投資用不動産の取扱い業者として専門的な知識を有し、管理業者に問合せをする等、容
易に調査を行える立場にあった。Ｘは、賃料額の齟齬を指摘する等、収支や投資リスクに高い関
心があり、経費の額に齟齬があれば、関心を寄せていたと推認され、それをＹも当然認識しており、
宅建業者であるＹは経費の一部である共用部電力使用料金についても、適切な調査を行い、Ｘに
正確な情報を説明する義務を負う。

　Ｙは、“転売案件では、Cに問合せをすることで調査は十分であり、これに基づく説明により説
明義務違反はない、レントロールには想定を含み、実際と異なる可能性があることを予め断って
おり、説明不足はない”旨主張するが、宅建業者である売主は、所有者であれば当然知っているべ
き情報について正確な情報を提供すべき義務を負い、その義務の程度は転売事案か否かによって
左右されず、Ｙは投資判断の参考としてＸに提供するレントロール作成の際には、改めて所有者
ないし管理業者に直接問合せる等正確な情報を調査すべきである。また、レントロールには正確
性について断り書きがあるが、当初から十分な調査をせず、その結果通常生ずる変動幅とは評価
できない程度の乖離を生じ、かつ、そもそも調査結果とも異なる記載をしていた場合にまで、買
主がその乖離を受け入れなければならないものではなく、本件不動産の売買で、共用部電力使用
料金の誤った情報を提供したことについて、Ｙには説明義務違反があったと認められる。
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（Ｘの損害の有無及び額）
　将来の共用部電力使用料金は、入居者の設備使用状況等で変動し得るものであり、将来給付の
訴えが認められるための要件である賠償内容の確定性の要件を充足するものではなく、本件口頭
弁論終結日以降に生ずる損害部分は、訴えを却下すべきものである。

　Ｘは、「本件不動産の共用部電力使用料金の差額が損害である」と主張するが、Ｙの説明義務違
反の有無にかかわらず、その設備状況から、現時点の同料金が月平均で1万8,000円程度であり、
Ｘ主張の損害は説明義務違反との因果関係を欠く。また、差額分である月額1万4,000円は、売買
価格と比較すると軽微であり、著しく不動産経営に影響を及ぼすとまではいえず、仮にＹが正し
い情報をＸに提供していたとしても、購入自体の取りやめや売買価格減額が確実であるとまで認
めることもできないが、本件不動産の経費は、少なくとも適正な投資額としての売買価格決定に
影響を与え得る事実ではあり、Ｘは、正確な情報に基づく意思決定機会を失い、予想していなか
った経費負担増が生じたこと、ただしその増額の程度が本件不動産の収支に及ぼす影響は必ずし
も大きいとはいえないことを総合考慮すると、慰謝料は10万円と認められる。

３　まとめ

　本事例の判示にあるように、宅建業者である売主は買主に対し、正確な情報を提供して適切に
説明すべき業務上の注意義務があるが、転売案件であっても、それを理由にその義務が軽減され
ることはないと考えられる。
　他に、収益物件の収支に関する説明義務違反により慰謝料が認められた事例として、東京地判　
平30・7・11　RETIO	112-108があるので、参考にされたい。					 						（元調査研究部調査役）

一般財団法人	不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/guide/retio.html

RETIO 	121号より引用

平30・7・11　RETIO	112-108があるので、参考にされたい。
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  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引におけるあらゆる
人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行ううえで理
解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますのでぜひご参加くだ
さい。

「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」、大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」、
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」､「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等

その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

宅建業者の皆様へ

お申込み方法　
(一社) 大阪府宅地建物取引業協会までお申し込み下さい。
お問い合わせ先：法務部　TEL：０６－６９４１－８１９７

講座内容に関するお問い合わせ先　
大阪府住宅まちづくり部建築振興課　宅建業指導グル－プ
ＴＥＬ：０６－６２１０－９７３４

●　当日は新型コロナウイルス感染症対策として、「マスク着用の徹底」、「消毒用アルコールの設置」、「会場の
換気」、「座席間の距離の確保」等を行います。

●　体調不良（だるい、発熱、咳が出る等）の場合は、参加を自粛いただきますようお願いいたします。
●　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催の中止や延期等になった場合、または会場が対応困難

な事態になった場合は、お申込みいただいた方へご連絡させていただきます。
●  身体に障がいなどがあり、手話・要約筆記・車いす補助等をご希望の方は、開催2週間前までにお問い合わ

せください。

開催日：①8月4日(水)、②9月1日(水)、③10月7日(木)、④11月4日(木)、⑤12月1日(水)、
　　　　⑥令和4年2月3日(木)　※各回とも同じ講義内容です（③④⑥は木曜日です！）
時　間：午後1時30分から午後5時まで（受付：午後1時～）

※上記時間すべて受講いただいた方には「人権推進員証」を交付します。
会　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）

Osaka Metro谷町線 『天満橋駅』 ３番出口より 徒歩３分
受講料：無　料

令和３年度
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大阪府宅地建物取引士センターからのご案内

　大阪府宅地建物取引士センターでは、これまで宅地建物取引士はもとより、広く消費者の方々を対象
に不動産に関する法令改正や税制改正等について「講演会」を開催してまいりました。
　今回は、消費税に関する「仕入税額控除」や令和５年10月から導入される「インボイス制度」について、
特に宅建業者が注意すべきポイントを、法定講習の講師としてもご活躍いただいております田部純一税
理士にご講義いただきます。なお、本講演会は下記のとおり、WEBで動画配信により実施します。

『第29回 講演会のご案内』（Ｗeb配信・視聴無料）
一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター主催

お問合せ先	 	 一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター
	 	 	 　〒540-0036　大阪市中央区船越町2-2-1　大阪府宅建会館３階
	 	 	 　　				　　		　			　　TEL　06-6940-0641(総務課・講演会担当)

申込フォーム
（スマホから）

テーマ		 	 「宅建業者が注意すべき消費税のポイント
 －仕入税額控除とインボイス制度を中心に－」
講　師		 	 税理士　田部　純一　氏（近畿税理士会所属）

動画配信期間		 令和３年７月20日（火）～７月30日（金）
	 	 	 ※この期間内にいつでもご視聴いただけます。
	 	 	 　録画配信となりますので、ご質問はお受けできません。

参加費用	 	 無料

定　　員	 	 300名　

申込受付期間  令和３年６月28日（月）～７月16日（金）
	 （ただし、定員に達し次第終了します。）
	 ※複数人でご視聴いただく場合のお申し込みは以下のとおりお願いいたします。
	 	 	 ①１つの端末・画面を複数人で視聴する場合
	 	 	 　　→代表者1名でお申込みください。
	 	 	 ②複数人がそれぞれの端末で視聴する場合
	 	 	 　　→各人ごとに個別にお申込みください。

申込方法	 	 下記リンク先の「受講申込フォーム」からお申込ください。
	 	 	 【受講申込フォーム　https://ws.formzu.net/fgen/S2387182/】

※後日、視聴用のURL及びID・パスワードをメールで配信しますので、
　Eメールアドレスはお間違いのないよう正確に入力してください。
※ご入力いただいた申込内容は当センターが保管し、申込状況等の統
　計データ及び今後の開催案内に利用させていただく場合があります
　ので、　ご了承ください。
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttpp::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggee//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。）） 

講講 演演 録録 購購 入入 申申 込込 書書   ◇申申込込日日：：  年年  月月  日日 

((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー 行行     FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411）） 

注
文
部
数

民法（物権法）・不動産登記法改正の動向
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から）

R03年 05月発刊 冊

民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ
－不動産取引での重要ポイントを中心に－

R02年 11月発刊 冊

民法相続編改正
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－

R02年 02月発刊 冊

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01年 09月発刊 冊

不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01年 07月発刊 冊

合計部数 冊 合計金額
(1冊 500円)

円

お 名 前

ご 住 所 〒

日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内

定定価価各各 550000 円円((税税込込)) 

各各 AA44ササイイズズ
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（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

令和３年　保証協会大阪本部総会・大阪宅建協会代議員総会　開催

【重要】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について

【レインズ】“PDF形式での図面登録”が対応可能に

不動産事業部と建築事業部を有し、
企画設計からアフターサービスまでを
トータルで対応する不動産会社。

不動産事業部と建築事業部を有し、
企画設計からアフターサービスまでを
トータルで対応する不動産会社。
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